
■正院町正院団地（神明町）　土地利用計画図
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本事業が開発行為に
該当する場合、外周
道路は行政協議によ
り、適切に拡幅

住宅整備が適しているゾーン 
（共同住宅タイプを想定） 

※EV 基数は最小限とする

沿道部は歩行者
空間として整備

正院神明町団地（西）

沿道部は歩行者
空間として整備

隣地への圧迫感、
日影の影響に配慮
が必要

隣地への圧感、日影
の影響に配慮が必要

正院神明町団地（東）

本事業が開発行為に該当
する場合、開発区域内に開
発公園もしくは広場を整備

住宅整備が適しているゾーン 
（共同住宅タイプを想定） 
※EV 基数は最小限とする


